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○ 地域包括ケアシステムを構成する五つの要素（医療、介護、介護予防、住まい、及び
生活支援）の中でも、高齢者ができる限り住み慣れた地域で暮らし続けるために基本
となるのが「住まい」とされています1。 

○ 高齢者の自立した日常生活を支援するためには、本人の希望にかなった適切な住ま
いが基盤となり、住まいでの生活を支える生活支援サービスや、利用者のニーズにあ
った医療・介護等の専門サービス等が、上手に組み合わされて提供されることが重要
です。 

○ 東京都は、地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの深化・推進に向けて、住宅
施策と福祉施策との間で連携を図り、高齢者の住まいの確保に取り組んでいきます。 

 

 

 

（高齢者世帯の増加） 
○ 令和 27 年の国勢調査によると、東京都における高齢夫婦世帯は約 56 万世帯（総

世帯に占める割合は 8.4％）、高齢者単独世帯は約 74 万世帯（総世帯に占める割合は
11.1％）となっています（●ページ参照）。 

○ 今後も、東京都における高齢者のみの世帯は増加が続き、とりわけ、一般世帯に占
める高齢者単独世帯の割合が大幅に増えると予測されています。 

 

  

 

1 福祉先進都市・東京の実現に向けた地域包括ケアシステムの在り方検討会議 最終報告（平成 28 年 3 月）、平成 28 年度 
老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業「地域包括ケアシステム構築に向けた制度及びサービスのあり方に関
する研究事業報告書」（平成 29 年 3 月）等 

第１節 高齢者の住まいを取り巻く状況  

※数値は第１部第３章第２節から引用。 

１ 地域包括ケアシステムにおける住まいの役割  

２ 高齢者の住まいをめぐる状況  
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（高齢者の住居の状況） 
○ 東京都における高齢者の住まいの状況について見ると、65 歳以上の世帯員がいる

一般世帯では、持ち家（一戸建て、分譲マンションなどの合計）が 69.3％、借家（公
営の借家、都市再生機構・公社の借家、及び民営の借家の合計）が 28.8％となってい
ます。いずれかが 65 歳以上の夫婦のみの世帯では、持ち家が 78.6％、借家が 20.0％
であるのに比べ、65 歳以上単独世帯では、持ち家が 53.9％、借家が 43.1％と、借家
の割合が高くなっています。全国と比較すると、どの世帯類型においても、東京都で
は持ち家の割合が全国より低く、民営の借家の割合が高い状況にあります。特に 65
歳以上の単独世帯では、民営の借家が 26.1%を占めています。 

 

高齢期における住居の状況（世帯の種類別）[東京都・全国] 

 

資料 ： 総務省「国勢調査」（令和２年） 
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（希望する高齢期の住まい） 
○ 都内の 65 歳以上の在宅高齢者に対して、希望する高齢期の住まいについて聞いた

ところ、「現在の住宅に住み続けたい」人の割合が最も高く、48.9％となっていま
す。 

 

希望する高齢期の住まい（介護が必要になったとき）[東京都]  

 

 

 

 

 

○ 高齢者の住まいには、次のページの表のように様々な種類があります。東京都では、
高齢者が多様なニーズに応じた居住の場を選択できるようにするとともに、身体状況
等に応じて必要なサービスを受けられるよう、高齢者が安心して居住できる住まいの
充実を図っています。 

  

資料 ： 東京都福祉保健局『令和２年度東京都福祉保健基礎調査「高齢者の生活実態」』 

 

３ 現行制度における住まい（高齢者向け住宅の種類等）  
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高齢者のための住まい（住宅・施設） 

 

（注）施設のうち「その他」に該当するもので提供される介護サービスは、介護保険制度上、在宅サービス

に該当する。 

資料：東京都福祉局高齢者施策推進部作成 
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○ 平成 23 年度には、高齢者住まい法が改正され、高齢者円滑入居賃貸住宅、高齢者専
用賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅の各制度と特定施設入居者生活介護の指定を受
けることができた適合高齢者専用賃貸住宅が廃止となり、サービス付き高齢者向け住
宅の登録制度が創設されました。 

 

高齢者住まい法の改正に伴う高齢者向け住宅の推移（イメージ図） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）高齢者専用賃貸住宅のうち、面積・日常生活上のサービスの提供などが厚生労働省の定める基準に適合

するものを適合高齢者専用賃貸住宅といい、介護保険上の特定施設に位置付けられていた。 
 

高齢者向け優良賃貸住宅 

高齢者専用賃貸住宅 

高齢者円滑入居賃貸住宅  

サービス付き高齢者向け住宅 
・高齢者の入居を拒まない一定の基準を満たし
た住宅として都道府県へ登録（高齢者以外も賃借人
となれる） 

 

・専ら高齢者又はその配偶者を賃借人と
する住宅として都道府県へ登録 

 

・面積、バリアフリー、緊急時対応サ
ービスなどの基準に基づき都道府
県が認定 

・一定の面積・設備・バリアフリー 
 基準を満たした住宅として都道府

県等へ登録 
・安否確認、生活相談、緊急時対応 

サービスの提供 

の日中常駐によるサービスの提供 
・有資格者や一定の経験を有する者等 

法 改 正 前 

○ 都の独自制度に基づく住宅 東京都高齢者向け優良賃貸住宅 

高齢者向けの優良な賃貸住宅 高齢者向けの優良な賃貸住宅 
・バリアフリー化された住宅 
・都内の住宅は、独立行政法人都市再生機構 

が管理 

・バリアフリー化され、安否確認サービス、
緊急時対応サービスの付いた住宅として
都が認定 

○ 「高齢者住まい法」に基づく住宅（平成 23 年 10 月開始） 

・バリアフリー化された住宅 
・都内の住宅は、独立行政法人都市再生機構 

が管理 

法 改 正 後 
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○ また、平成 29 年度の、住宅セーフティネット法の改正により、高齢者を含む住宅
確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度、登録住宅の改修など、貸主への
経済的な支援、住宅確保要配慮者に対する居住支援の３つの柱からなる新たな住宅セ
ーフティネット制度が同年 10 月から始まりました。 

 

 

資料：国土交通省資料に基づき東京都住宅政策本部作成 
 

 

 

○ 区市町村は、基礎的自治体として、公営住宅の供給などの住宅セーフティネットを
はじめとする住宅政策において中心的な役割を果たすことが期待されます。 

また、地域の特性に応じた施策を着実に推進するため、住まいづくり・計画の策定
等により方向性を示しつつ、地域住民や地元の事業者と連携を図りながら、効果的か
つ効率的に取り組んでいくことが求められます。 

○ 東京都は、広域的自治体として、都全域に共通する制度基盤の整備等を担うととも
に、区市町村に対する補完機能及び調整機能を果たしていきます。 

また、区市町村の高齢者向け住宅施策に対する財政支援等地域の特性に応じた区市
町村の主体的な取組を支援し、協働して地域の住宅政策に取り組みます。  

４ 東京都と区市町村の役割  
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≪見守りに関する取組の詳細は、第２部第５章第２節を参照≫ 
≪高齢者向け施設の確保については、第２部第２章第３節２〜４を参照≫ 
 

 

＜空き家と民間賃貸住宅における入居制限の現状＞ 
○ 平成 30 年における都内の空き家率は約 10.6％であり、引き続き横ばいとなってい

ますが、戸数は５年前に比べて約１万戸減少し、約 81 万戸になっています。 
○ 活用可能と考えられる「腐朽・破損なし」の空き家は約 69 万戸存在し、このうち、

賃貸用の空き家は約 51 万戸、長期不在等の空き家は約 14 万戸となっています。 
○ 一方、民間賃貸住宅においては、家賃の不払、入居中の事故等に対する家主の不安

などから、高齢者は不可とするなどの入居制限が行われている状況が依然として見ら
れます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 高齢者の住まいの確保等に向けた取組 

○ 高齢者の多様なニーズを踏まえ、賃貸住宅や高齢者向け施設などの住まいが
適切に供給される環境を整備するなど、高齢者ができる限り住み慣れた地域で
暮らし続けることができる住まいを確保します。 

○ 東京都福祉のまちづくり条例や高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整
備に関する条例（建築物バリアフリー条例）に基づき、福祉のまちづくりを推
進していきます。 

○ 災害時等における要配慮者対策に取り組む区市町村を支援するなど、高齢者
の安全・安心を確保します。 

 

１ 高齢者向け住宅等の確保・居住支援  

（１）高齢者のための居住支援 
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空き家数及び空き家率の推移［東京都］ 

 

（注）・1983(昭和 58)年までは、総数のみ 
・空き家については、調査員が外観等から判断して調査 

資料：総務省「住宅・土地統計調査」（平成 30 年度） 
 

 
空き家総数の内訳［東京都］ 

 

資料：総務省「住宅・土地統計調査」（平成 30 年度） 
 

 

 

 

 

 

（単位：万戸）

賃貸用
二次的住宅

（別荘等）
売却用

腐朽・破損なし

（69.1）
50.5 0.8 3.7

腐朽・破損あり

（11.9）
7.4 0.1 0.5

合計

（81.0）
57.9 0.9 4.2

3.9

18.0

その他

（居住世帯が長期不在等）

14.1
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民間賃貸住宅における入居制限の状況[全国] 
 

 

 

資料：国土交通省「家賃債務保証業者の登録制度等に関する実態調査報告書」（令和３年度） 
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＜地域から孤立しがちな高齢者を支える仕組みづくり＞ 
○ 高齢化と核家族化の進展により一人暮らしの高齢者は増加しており、社会や地域と

のつながりが希薄になっている高齢者もいます。そのため、地域から孤立しがちな高
齢者に対する見守りや地域における支え合いの仕組みづくりが必要です。 

 
＜住宅のバリアフリー化＞ 

○ 都内の住宅におけるバリアフリー化（手すりがあるなど高齢者等のための設備の有
無）を持ち家・借家別に見ると、高齢者のための設備がある住宅の割合は持ち家で
64.9％、借家で 35.0％となっており、借家における高齢者等のための設備の普及割合
は持ち家に比べて低くなっています。 

また、共同住宅の共用部分のバリアフリー化率は 20.7％に止まっています。 
○ さらに、高齢者の居住する住宅に着目すると、一定のバリアフリー化2が図られてい

る住宅は 42.9％となっており、高齢者が安全に暮らすことのできるバリアフリー化さ
れた住宅ストックが十分には形成されていない状況です。 

また、住宅の断熱性能が高齢者等の健康に影響を与えることが明らかになっており、
住宅の断熱性能の向上を図っていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 一定のバリアフリー化 
「手すりの設置（2 か所以上）」又は「段差のない屋内」を満たすこと。 
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住宅のバリアフリー化の状況[東京都] 

 

資料：総務省「平成 30 年住宅・土地統計調査」 
 

高齢者の居住する住宅のバリアフリー化率[東京都] 

 

  （注）・一定のバリアフリー化：「２か所以上の手すりの設置」又は「段差のない屋内」を満たす住宅 
（注） ・高度のバリアフリー化：「２か所以上の手すりの設置」、「段差のない屋内」、「廊下などが車いすで通

行可能な幅」のいずれも満たす住宅 
資料：総務省「平成 30 年住宅・土地統計調査」 

 

 

 

 



第４章-14 
 

 
 
■ 公共住宅に加え、民間賃貸住宅への入居促進による重層的な住宅セーフティネット 

を強化します 
○ 低所得であること、高齢であることなどを理由に、市場において自力では適正な水

準の住宅を確保することが困難な都民の居住の安定を確保するため、都営住宅、公社
住宅3など公共住宅等については、ストックを有効に活用しつつ、少子高齢化などの社
会情勢の変化を的確に踏まえた施策に取り組んでいきます。 

○ 住宅セーフティネット法に基づき、入居・生活支援を行うＮＰＯ法人等を東京都が
指定する「居住支援法人制度」の活用により、住まい探しや見守りなど、住宅確保要
配慮者を支援する取組を促進し、民間賃貸住宅の借主と貸主双方の不安軽減を図りま
す。 

○ 自宅等で暮らす、見守り等が必要な高齢者やその家族の不安を軽減するとともに、
民間賃貸住宅において、事故やトラブルに対する貸主の不安の軽減を図り、高齢者等
の円滑な入居に向けた環境整備に取り組みます。 

○ 高齢者等の賃貸住宅への入居を支援するため、一定の要件を満たす家賃債務保証業
者を国に登録する「家賃債務保証業者の登録制度」について、不動産関係団体等との
連携により貸主・借主に対し普及を図ります。 

○ 空き家等を活用した住宅セーフティネット法に基づく高齢者等の入居を拒まない住
宅を登録する制度（住宅セーフティネット制度）について、区市町村や不動産団体等
を通じて貸主への普及啓発を図るとともに、住宅確保要配慮者専用住宅の改修や家賃
低廉化、家賃債務保証料に係る貸主等への補助を行う区市町村に対する財政支援、耐
震改修や住宅設備の改善等に係る都の直接補助を行い、東京ささエール住宅4の登録の
促進を図ります。 

○ 高齢者など住宅確保要配慮者5の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、区
市町村における居住支援協議会6の設立を促進するとともに、同協議会による入居可能
な賃貸住宅の情報提供やマッチングなどの活動を促進します。 

 
 
 
 

 

3 公社住宅 
 東京都住宅供給公社の一般賃貸住宅 
4 東京ささエール住宅 
 住宅セーフティネット法第 8 条に基づき登録された住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅について、住宅確保要配

慮者を「社会全体で支え、応援する（エールを送る）」との意味を込め、東京都独自に付けた愛称 
5 住宅確保要配慮者 

高齢者、障害者、低額所得者、被災者、子供を養育している者その他住宅の確保に特に配慮を要する者 
6 居住支援協議会 

住宅セーフティネット法第 51 条に基づき、高齢者など住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るた
め、地方公共団体、不動産関係団体、居住支援団体等が連携して必要な支援等を実施する組織 
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■ 地域で高齢者を支える仕組みの整備を支援します 
○ 高齢者がニーズに応じた住まいを円滑に確保できるよう、空き家等を活用した高齢

者等の入居を拒まない東京ささエール住宅の登録制度について、貸主等への普及啓発
を進めます。また、住宅確保要配慮者専用住宅の改修や家賃低廉化、家賃債務保証料
に係る貸主等への補助を行う区市町村に対する財政支援、耐震改修や住宅設備の改善
等に係る都の直接補助を行い、東京ささエール住宅の登録の促進を図ります。 

○ 東京ささエール住宅におけるバリアフリー改修工事の実施や高齢者の安否を第三者
が常時把握できる見守り機器の設置を支援することなどにより、高齢者の日常生活の
安全性を高めます。また、住宅確保要配慮者向けのサブリース物件として、専用住宅
に登録し、住宅の迅速な提供と入居後のきめ細かい生活支援等を行う居住支援法人等
に対する財政支援により、居住支援の充実を図り、高齢者の居住の安定につなげます。 

○ 公社住宅において、世代間で助け合いながら安心して生活できるよう、建替えに伴
う新築住宅の入居者募集における優遇抽せんを実施するなど高齢者世帯等と親族世帯
の近居の支援に取り組みます。 

また、高齢の入居者が比較的低廉な負担で利用できるセンサー方式による見守りサ
ービスの利用者拡大に取り組みます。 

○ 住まいの確保に関する支援や安否確認などの生活支援、見守り機器の設置等の支援
を一体的に提供する区市町村の取組を支援します。 

○ 高齢者の居場所など、地域の活性化に資する施設への改修などに係る費用の助成等
により、区市町村が行う空き家の利活用を支援します。 

 
■ 住宅の温熱環境やバリアフリー性能の向上を促進します 

○ 高齢者が自宅において自立した生活を送ることができるよう、新築住宅のバリアフ
リー化や既存住宅のバリアフリー改修を促進します。 

○ ヒートショック対策を含めた、住宅の温熱環境の向上が高齢者の健康確保のために
重要であることを広く普及し、既存ストックの断熱改修や住宅設備の改善等を促進し
ます。 

○ 高齢者が居住する住宅については、令和 12 年度までに 25％で一定のバリアフリー
性能及び断熱性能を有することを目指します。 

○ 都営住宅の建替えに当たっては、バリアフリー化を引き続き推進していきます。既
存住宅についても、中層住宅へのエレベーターの設置や、入居中の高齢者の希望に応
じ、手すりの設置などの設備改善に引き続き取り組みます。 

○ 公社住宅の建替えに当たっては、バリアフリー化を引き続き推進していきます。既
存住宅についても、入居中の高齢者の希望に応じ、手すりの設置などの設備改善に引
き続き取り組みます。 

○ 共同住宅においては、エレベーター設置といった共用部分のバリアフリー改修など
既存ストックの性能向上の促進に向け、管理組合等への普及啓発や補助による支援に
取り組みます。 

○ 高齢者が安全・安心で快適な住生活を営むことができるよう、都、区市町村、関係
団体、民間事業者、都民等が連携して、民間住宅やまちづくりにおけるバリアフリー
化を促進します。 
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○ 介護保険制度7、高齢者施策推進区市町村包括補助事業（住宅改善事業）などの活用
による住宅のバリアフリー化の支援を行います。 

 

【主な施策】（※高齢包括：高齢者施策推進区市町村包括補助事業） 
（※地域福祉包括：地域福祉推進区市町村包括補助事業） 

・居住支援法人制度〔住宅政策本部〕 
  住宅セーフティネット法に基づき、住宅確保要配慮者の居住支援に係る担い手とし

て、住宅相談などの入居支援や見守り等の生活支援などを行う法人を知事が指定する
ことにより、居住・生活支援の取組を促進していきます。 

・東京ささエール住宅居住支援法人等応援事業〔住宅政策本部〕 
  住宅確保要配慮者向けのサブリース物件として、新たに専用住宅に登録し、住宅の

迅速な提供と入居後のきめ細かい生活支援等を行う居住支援法人等に対して２年間、
運営費等を補助します。 

・あんしん居住制度〔住宅政策本部〕 
  高齢者等が安心して住み続けるための居住支援として、見守りサービス等を実施す

る「あんしん居住制度」（公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターの自主事
業）について、区市町村や社会福祉協議会等との連携により普及を促進するなど、民
間賃貸住宅において入居制限を受けやすい世帯の居住の安定の確保を図ります。 

・住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進事業〔住宅政策本部〕 
  住宅確保要配慮者向け住宅の供給を促進するため、住宅確保要配慮者専用住宅に対

する改修や家賃低廉化、家賃債務保証料低廉化に係る貸主等への補助を行う区市町村
の取組を支援するほか、都独自の取組を行うことにより、住宅確保要配慮者の入居を
拒まない民間賃貸住宅（東京ささエール住宅）の登録促進を図ります。 

・居住支援協議会〔住宅政策本部〕 
  地域に身近な基礎的自治体である区市町村が、関係団体等とともに居住支援協議会

を設立し、高齢者など住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居支援に係る具体的な
取組を円滑に実施できるよう、東京都居住支援協議会（平成 26 年６月設立）は、広域
的な立場から、区市町村における協議会の設立促進・活動支援や都民への幅広い啓発
活動などを行います。 

  

住宅確保要配慮者への支援を実施する居住支援協議会の設置 
（協議会を設立した区市町村の人口カバー率） 

 

 

 

 

 

 

 

7 介護保険制度における住宅のバリアフリー化（住宅改修） 
在宅の要介護（要支援）者が、実際に居住している住宅について、手すりの取付けや段差の解消等の一定の住宅改修を行

った場合、介護保険の給付対象となる。 

【現状】 
令和３年３月 31 日時点 

74.1% 

【政策指標】 
令和 12 年度末 

95% 



第４章-17 
 

・住宅確保要配慮者向け住宅の登録・閲覧制度〔住宅政策本部〕 
  住宅セーフティネット法に基づき、規模・構造・設備等について、一定の基準を満

たし、高齢者等の入居を拒まない賃貸住宅（東京ささエール住宅）を登録し、広く情
報提供を行います。 

・東京ささエール住宅貸主応援事業〔住宅政策本部〕 
  高齢者を受け入れる東京ささエール住宅において、バリアフリー改修工事の実施や、

一定の性能を備えた見守り機器を設置する貸主等を支援します。 
・生活支援付すまい確保事業［地域福祉包括］〔福祉局〕 
  住宅セーフティネット法に基づく住居（東京ささエール住宅）以外の住居等を対象

に、居住支援協議会等を活用して、高齢者の状況に応じた住まいの確保と見守り等の
生活支援を一体的に提供する区市町村の取組を支援します。 

・空き家利活用等区市町村支援事業〔住宅政策本部〕 
  高齢者の居場所など、地域の活性化に資する施設への改修などにより、区市町村が

行う空き家の利活用を支援します。 
・住宅改善事業（バリアフリー化等）［高齢包括］〔福祉局〕 
  高齢期においても住み慣れた住まいで安心して暮らし続けられるよう、介護保険の

住宅改修給付の対象とならない高齢者のいる世帯を対象として住宅改善事業を実施す
る区市町村を支援します。 
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後日更新 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム 
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＜高齢者が安心して居住できる住まいの確保＞ 
○ 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、今後の住まいの整備に

当たっては、居住空間の質の確保に加え、生活支援や介護・医療等のサービスの確保
についても一体的に考えていく必要があります。 

○ 都内でのサービス付き高齢者向け住宅等8は、令和６年３月１日時点で●戸にのぼっ
ています（サービス付き高齢者向け住宅の老人福祉圏域別の戸数は●ページ参照）。単
身や夫婦のみの高齢者世帯が増加している現状を踏まえ、引き続きサービス付き高齢
者向け住宅等の供給促進が求められています。 

○ 都内でのサービス付き高齢者向け住宅の入居者の平均要介護度は、令和５年●月現
在●となっており、今後も医療や介護と連携したサービス付き高齢者向け住宅の充実
を図っていくことが重要です。 

○ 住み慣れた地域において、地域のニーズや実績に加え、高齢者の心身の状況や希望
を踏まえた多様なサービス付き高齢者向け住宅等の供給が求められています。 

 

サービス付き高齢者向け住宅入居者の要介護度 
 

 

左：令和５年●月●日現在 右：入居時 

   
資料：東京都住宅政策本部及び福祉局「令和５年度サービス付き高齢者向け住宅実態調査」（八王子 

市分は除く。） 

 

8 サービス付き高齢者向け住宅等 
サービス付き高齢者向け住宅、東京都高齢者向け優良賃貸住宅、独立行政法人都市再生機構が管理する高齢者向けの優良

な賃貸住宅等 

後日令和５年度の数値に更新 

（２）高齢者向け住宅等の供給促進 
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■ 高齢者向け住宅等の供給を促進します 
○ サービス付き高齢者向け住宅等を、令和 12 年度末までに３万３千戸供給することを

政策指標とします。 
○ サービス付き高齢者向け住宅について、地域包括ケアの考え方を踏まえ、高齢者が

医療や介護を要する状態になっても、安心して暮らし続けることができる住宅の供給
を促進します。 

○ 多様な価値観を持つ高齢者が、多世代とのふれあいや地域とのつながりを通じて、
安心して生きがいを持って住み続けられるよう、一般住宅との併設など、多様なサー
ビス付き高齢者向け住宅の供給を促進します。 

○ 既存建物を改修したサービス付き高齢者向け住宅の整備を促進するため、引き続き
面積基準を緩和するとともに、改修費用への助成を充実するなど供給促進策を推進し
ます。 

○ 都営住宅等の建替えに当たり、区市町村からの要請を踏まえて、協議を行いながら、
シルバーピアの整備を促進します。 

○ 東京都住宅供給公社では、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることが
できるようバリアフリーや見守りなど高齢者に配慮した住宅を整備するとともに、公
社住宅の建替えにより創出した用地を活用して、高齢者福祉施設などを誘致します。 

○ サービス付き高齢者向け住宅や老人ホームなど多様化している高齢者向け住まい
に関して、高齢者がニーズに応じて適切な選択ができるよう、様々な高齢者向け住ま
いの特徴や選択に当たっての留意点、関連する制度について、高齢者向けのパンフレ
ット等を活用して普及啓発を行っていきます。 

○ サービス付き高齢者向け住宅登録制度における都独自の登録基準、助成制度、税制
優遇措置の内容等について、事業者等向けのパンフレットを活用し、区市町村や住宅
事業者などに情報提供を行い、制度の普及・啓発を図ります。 
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【主な施策】 
・東京都サービス付き高齢者向け住宅整備事業〔住宅政策本部・福祉局〕 
  都は、地域包括ケアの考え方を踏まえ、地域住民へ貢献できるよう地域密着型サー

ビス事業所等との連携等を確保したサービス付き高齢者向け住宅に対し整備費の一部
を補助します。 

  また、サービス付き高齢者向け住宅に医療・介護サービス事業所を併設し、医療・
介護・住宅の三者が相互に連携したサービス提供体制が整っている場合や、一般住宅
及び交流施設を併設する場合等には加算して補助を行います。 

  さらに、サービス付き高齢者向け住宅の整備の推進に取り組む区市町村を支援しま
す。 

・サービス付き高齢者向け住宅の登録・閲覧制度〔住宅政策本部〕 
  高齢者住まい法に基づき、バリアフリー構造等を有し、安否確認サービス、生活相

談サービス等が提供される賃貸住宅等を都9に登録し、高齢者に広く情報提供を行い
ます。 

 

サービス付き高齢者向け住宅等の供給戸数 
 

 

 

 

・シルバーピア事業〔住宅政策本部、福祉局〕 
  高齢者が住み慣れた地域社会の中で安心して生活できるよう、安否確認、緊急時の

対応等を行う生活援助員又はワーデン（管理人）を配置し、バリアフリー化等、高齢
者向けに配慮された公的賃貸住宅を整備する区市町村を支援します。 

・東京ささエール住宅貸主応援事業〈再掲〉〔住宅政策本部〕 
  高齢者を受け入れる東京ささエール住宅において、バリアフリー改修工事の実施や、

一定の性能を備えた見守り機器を設置する貸主等を支援します。 
・住宅確保要配慮者向け住宅の登録・閲覧制度〈再掲〉〔住宅政策本部〕 
  住宅セーフティネット法に基づき、規模・構造・設備等について、一定の基準を満

たし、高齢者等の入居を拒まない賃貸住宅（東京ささエール住宅）を登録し、広く情
報提供を行います。 

・住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進事業〈再掲〉〔住宅政策本部〕 
  住宅確保要配慮者専用住宅に対する改修や家賃低廉化、家賃債務保証料低廉化に係

る貸主等への補助を行う区市町村の取組を支援するほか、都独自の取組を行うことに
より、住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅（東京ささエール住宅）の登
録促進を図ります。 

 

 

 

 

9 八王子市については、平成 27 年４月１日より登録事務を市に移管 

【現状】 
令和３年３月 31 日時点 

22,819 戸 

【政策指標】 
令和 12 年度末 

３万３千戸 
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後日更新 
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後日更新 
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＜サービス付き高齢者向け住宅の登録基準＞ 
○ サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者住まい法では、状況把握（安否確認）など

の生活支援サービスの提供が必須とされていますが、緊急時対応サービスは必須とさ
れていません。 

○ また、介護、家事、食事、健康管理のいずれかを提供するサービス付き高齢者向け
住宅は有料老人ホームに該当するため、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する
支援等に関する法律（平成 17 年法律第 124 号。以下「高齢者虐待防止法」という。）
に基づく高齢者虐待防止等の措置が義務付けられていますが、有料老人ホームに該当
しないサービス付き高齢者向け住宅には同法による義務付けがないなど、サービスの
質の確保が課題となっています。 
 

＜入居者のサービス選択の自由の確保＞ 
○ 都内のサービス付き高齢者向け住宅のうち、介護保険サービス事業所と連携してい

る住宅は全体の●％、診療所や訪問看護ステーションなどの医療サービス事業所と連
携している住宅は●％、介護保険サービス事業所又は医療サービス事業所と連携して
いる住宅は●％となっており10、多くの住宅が、医療・介護事業所と連携している状況
です。ただし、緊急時対応に係る協力等にとどまる住宅もあれば、定期的なミーティ
ングやＩＴシステムを活用した情報共有等綿密な連携を行っている住宅もあり、連携
の状況は、住宅によって異なります。一方で、住宅の入居者の平均要介護度は、令和
５年●月現在●となっており、住宅における医療・介護連携の質の確保と向上が今後
ますます重要となることが想定されます。 

○ 高齢者向け住宅では、生活支援サービスとして、食事、入浴の介助など介護サービ
スを提供するものも見られますが、住宅におけるサービスや外部の医療・介護サービ
スなど、提供されるサービスの違いが入居者にとって分かりづらい、サービスの選択
の自由が十分に確保されていない、という状況が一部に見受けられます。 

  

 

10 東京都住宅政策本部及び福祉局「令和 5 年度サービス付き高齢者向け住宅実態調査」（八王子市分は除く。） 

（３）高齢者向け住宅の質の確保 
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＜サービス付き高齢者向け住宅に対する指導＞ 
○ サービス付き高齢者向け住宅については、都道府県等による登録制度（５年ごとに

更新）があり、登録後の登録事項の状態を継続的に把握し住宅の質を確保することが
求められています。 
 

医療サービス事業所・介護保険サービス事業所との連携の状況 

 

資料：東京都住宅政策本部及び福祉局「令和 5 年度サービス付き高齢者向け住宅実態調査」（八王子市分は
除く。） 

 

 

 

■ サービス付き高齢者向け住宅の登録基準強化の取組を進めます 
○ サービス付き高齢者向け住宅の東京都の登録基準について、国が定める登録基準に

加え、緊急時対応サービスの実施を条件とします。 
○ 有料老人ホームに該当しないサービス付き高齢者向け住宅に対しても、高齢者虐待

の防止等のための適切な対策を講じることを都独自の登録基準として定めます。 
 

■ サービス内容等の情報公開を進めます 
○ サービス契約を入居者と交わす際の留意点や提供すべきサービスの内容等について、

「高齢者向け住宅における生活支援サービス提供のあり方指針」11に基づき、事業者が
提供するサービスの質を担保するとともに、高齢者向け住宅で提供されるサービスの
内容等を都民により分かりやすいものとしていきます。 

○ 高齢者向け賃貸住宅において提供される緊急時対応、安否確認、食事の提供などの
生活支援サービスに係る契約書等を公表することにより、サービスの質の確保を図り
ます。 

 

11 高齢者向け住宅における生活支援サービス提供のあり方指針 
高齢者向け住宅で提供される生活支援サービスについて、都が住宅事業者及びサービス事業者に遵守を求める事項を定め

たもの。これらの事業者の責務を明示するとともに、生活支援サービスの提供に関する事項、契約に関する事項等について
示している。 

後日令和５年度の数値に更新 
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○ 「サービス付き高齢者向け住宅における医療・介護連携のガイドライン」に基づき、
サービス付き高齢者向け住宅ごとの医療・介護との連携の取組等を公表し、医療・介
護連携の質の確保と向上を図ります。 
 

■ サービス付き高齢者向け住宅に対する現地検査等の取組を進めます 
○ サービス付き高齢者向け住宅について、高齢者住まい法に基づいて平成 25 年度から

実施している現地検査等を引き続き実施します。 
○ また、有料老人ホームに該当するサービスを提供するサービス付き高齢者向け住宅

に対しては、東京都有料老人ホーム設置運営指導指針に基づく指導も実施します。 
 

【主な施策】 
・サービス付き高齢者向け住宅の登録基準強化〔福祉局、住宅政策本部〕 
  高齢者の居住安定確保プランに基づき、サービス付き高齢者向け住宅に対して、以

下の取組を引き続き求めていきます。 
 ① 「高齢者向け住宅における生活支援サービス提供のあり方指針」の遵守 
 ② 「生活支援サービスの附帯した高齢者向け住宅におけるサービス内容届出・公表

事業実施要綱12」に基づく届出 
 ③ 入居者に提供する基本サービスとして、状況把握（安否確認）、生活相談のほか、

緊急時対応の実施 
 ④ 高齢者虐待防止及び高齢者の権利利益の不当な侵害防止に向けた適切な対策の実

施（委託、業務提携等によりサービスを提供する事業者も対象とする。） 
・「高齢者向け住宅における生活支援サービス提供のあり方指針」の遵守〔福祉局〕 
  高齢者向け住宅で提供されるサービスの質を確保するため、サービス付き高齢者向

け住宅に対して、「高齢者向け住宅における生活支援サービス提供のあり方指針」に
基づくサービス提供を求めていきます。 

・高齢者向け住宅の生活支援サービス公表事業〔福祉局〕 
  高齢者が自身の希望に沿った生活支援サービスを提供している住まいを選ぶことが

できるよう、事業者からの届出を受け、都内の高齢者向け住宅で提供している生活支
援サービスの契約書等を、都のホームページで公表します。 

・サービス付き高齢者向け住宅における医療・介護連携のガイドラインの運用〔福祉局〕 
  高齢者が医療や介護が必要になっても、安心して住み続けられるよう、「サービス

付き高齢者向け住宅における医療・介護連携のガイドライン」に基づき、住宅ごとの
医療・介護連携の取組等の状況を、都のホームページで公表し、医療・介護連携の質
の確保・向上を図ります。 

・サービス付き高齢者向け住宅の現地検査〔住宅政策本部、福祉局〕 
  高齢者住まい法に基づくバリアフリー構造等の基準や「高齢者向け住宅における生

活支援サービス提供のあり方指針」等に基づく事項との適合状況について、住宅の現
地検査を行います。 

  

 

12 生活支援サービスの附帯した高齢者向け住宅におけるサービス内容届出・公表事業実施要綱 
都が「高齢者向け住宅の生活支援サービス公表事業」の実施について定めた要綱 
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＜建築物や道路、公共交通等における整備＞ 
○ 区市町村における高齢者や障害者等の自立した生活を確保するためには、旅客施設

を中心とした地区等における公共交通機関、建築物、道路、信号機等について、バリ
アフリー基本構想等に基づく面的・一体的なバリアフリー化をより一層推進する必要
があります。 

○ 年齢、性別、国籍、又は個人の能力の違いにかかわらず、平等な社会参加の機会を
確保するためには、単独でも、同行者と一緒でも、誰もが同じように買い物や飲食、
観光等を楽しめる施設や環境を整備することが重要です。 

 
＜情報バリアフリー及び心のバリアフリー＞ 

○ 視覚や聴覚に障害のある人や、外国人等の社会参加の機会を確保するためには、円
滑にコミュニケーションを行えることや会議等における情報保障が必要です。 

また、誰もが必要とする設備やサービスを利用できるためには、情報提供の内容を
充実させることも重要です。 

○ 誰もが円滑に移動し、食事や買い物など、様々な活動を楽しめるまちづくりを進め
るためには、施設等のハード整備とともに、障害の社会モデルの視点でバリアを理解
し、全ての人が平等に参加できる社会や環境について考え、必要な行動を続けること
が必要です。 

 
 
 
■ 円滑な移動、施設利用のためのバリアフリー化を推進します 

○ 誰もが安全で快適に移動できるよう、地域住民と連携しながら、旅客施設等を中心
とした地区等における面的・一体的な整備を推進するなど、交通機関や道路等のバリ
アフリーの更なる推進を図っていきます。 

○ 誰もが安全で安心して暮らし、訪れることができるよう、建築物のバリアフリー化
をより一層進めるとともに、高齢者や障害者等の当事者参加の取組により、利用者の
視点に立って快適に利用できる施設や環境の整備を進めていきます。 

 
■ 情報バリアフリー及び心のバリアフリーに向けた取組を推進します 

○ 誰もが必要な情報を適切な時期に容易に入手できるよう、情報の入手が困難な人に 
とっても分かりやすい様々な手段による情報提供を推進していきます。 

○ 誰もが円滑に移動し、様々な活動を楽しめるまちづくりを進めるため、全ての人が
平等に参加できる社会や環境について考え、必要な行動を続ける心のバリアフリーを
推進していきます。 

 

２ 福祉のまちづくりの推進  

現状と課題、施策の方向は「東京都福祉のまちづくり推進計画」（福祉局生活福祉部所
管）の策定状況を踏まえて後日更新 
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【主な施策】（※地域福祉包括：地域福祉推進区市町村包括補助事業） 
・福祉のまちづくりの普及・推進〔福祉局〕 
  高齢者、障害者を含めた全ての人が安全、安心、快適に暮らし、訪れることができ

るまちづくりを実現するため、高齢者・障害者団体や事業者団体の代表者、学識経験
者等で構成する東京都福祉のまちづくり推進協議会の開催やパンフレットの作成、バ
リアフリーに関する情報提供などを行います。 

・心のバリアフリーに向けた普及啓発の強化への支援［地域福祉包括］〔福祉局〕 
  学校や地域でのユニバーサルデザイン学習や福祉のまちづくりサポーターの養成、

事業者の接遇向上に向けた普及啓発など、区市町村の様々な取組を促進し、心のバリ
アフリーを推進します。 

・情報バリアフリーに係る充実への支援［地域福祉包括］〔福祉局〕 
  地域のバリアフリーマップの作成やコミュニケーション支援ボードの普及など、区

市町村の様々な取組を促進し、誰もが必要な情報を容易に入手できる環境を整備しま
す。 

・心のバリアフリーの理解促進〔福祉局〕 
  心のバリアフリーの推進に向け、心のバリアフリーに係る広報や、小中学生を対象

としたポスターコンクール、従業員への普及啓発の実施などに取り組む企業を登録・
公表する「心のバリアフリー」サポート企業連携事業、障害者等用駐車区画の適正利
用に向けた普及啓発に取り組む。 

・情報バリアフリーの普及推進〔福祉局〕 
  必要な情報をスムーズに入手できる情報バリアフリーを推進するため、車椅子使用

者対応トイレの設置場所・設備等をオープンデータとして提供するとともに、都内の
施設や交通機関等に関するバリアフリー情報を集約したポータルユニバーサルデザイ
ンに関する情報サイト「とうきょうユニバーサルデザインナビ」の活用促進を図る。 

・道路や公園等の都市施設における福祉のまちづくりの推進〔都市整備局、建設局〕 
  道路事業・河川事業・公園事業・市街地開発事業などによる都市施設の整備におい

て、誰もが安全で快適な移動ができる、住みやすいまちづくりの実現に配慮します。 
・だれにも乗り降りしやすいバス整備事業〔都市整備局〕 
  高齢者等をはじめ、誰でも乗り降りしやすいノンステップバスの整備を進めるため、

民営バス事業者が行う車両の購入を支援します。 
・鉄道駅総合バリアフリー推進事業〔都市整備局〕 
  公共交通機関における安全性や円滑な移動を確保するため、鉄道駅におけるホーム

ドア、エレベーター等の整備を支援します。 
  また、旅客施設及び周辺地区のバリアフリー化を進めるため、高齢者、障害者等の

移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18 年法律第 91 号）に基づく区市町村のバ
リアフリー基本構想、移動等円滑化促進方針作成に対する支援を行います。 

・宿泊施設のバリアフリー化支援事業〔産業労働局〕 
  障害者や高齢者等が、観光やビジネスのために都内宿泊施設を安全かつ円滑に利用

できるよう、都内宿泊施設が行うバリアフリー化の取組を支援します。 
・東京ひとり歩きサイン計画〔産業労働局〕 
  外国人旅行者や障害者、高齢者を含めた全ての人が安心して東京の観光を楽しめる

ように、ピクトグラム（絵文字）や多言語で表記して設置した観光案内標識を維持更
新します。 
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  また、各区市町村等に対して、案内サインの統一化を周知・促進していきます。 
・アクセシブル・ツーリズム支援事業〔産業労働局〕 
  障害者や高齢者等が積極的に外出して、様々な交通機関等を快適に利用しながら旅

行などを行う、アクセシブル・ツーリズムの充実に向けた取組を推進します。 
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＜災害時等における要配慮者への対応＞ 
○ 平成 23 年に発生した東日本大震災においては多くの要配慮者に支援が行き届かな

かったことから、平成 25 年の災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者名簿を
作成することが区市町村の義務とされました。また、令和元年台風 19 号等の近年の災
害においても、多くの高齢者等が被害に遭った状況を踏まえ、令和３年の同法の改正
により、避難行動要支援者ごとに「個別避難計画」を作成することが区市町村の努力
義務とされました。各区市町村においては、国が定めた「避難行動要支援者の避難行
動支援に関する取組指針」（令和３年５月改定）に基づき、避難行動要支援者名簿や個
別避難計画の策定など避難支援体制の整備が進められているところです。 

○ 平常時から避難行動要支援者名簿に関する情報を収集・管理するとともに、関係機
関においてこれを共有し、災害時の迅速な対応に活用することが求められます。 

○ 地域の特性や実情を踏まえつつ、名簿情報に基づき区市町村が個別に避難行動要支
援者と具体的な打合せを行いながら、個別避難計画を策定することが望まれます。 

○ 平成 29 年度に水防法等の一部を改正する法律（平成 29 年法律第 31 号）が施行さ
れたことにより、区市町村地域防災計画に定められた洪水等の浸水想定区域内又は土
砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成等
が義務付けられました。 

○ また、東京都は、平成 28 年熊本地震の発生を受け、被災地の社会福祉施設等へ介護
職員を派遣するなど、要配慮者への支援活動を実施してきました。 

○ 東京都では、その経験も生かし、関係機関（東京都、東京都社会福祉協議会、東京都
社会福祉協議会施設部会、各職能団体、区市町村社会福祉協議会、及び区市町村）が
顔の見える関係を築き、災害時に連携して被災状況を把握し、福祉施設や避難所に対
する支援を円滑かつ機動的に実施することを目的として、東京都災害福祉広域支援ネ
ットワークを平成 28 年度に構築しました。 

 
 
 
■ 要配慮者等への対策を強化します 

○ 東京都は、これまでも区市町村が実施する要配慮者に関する情報の共有化、関係機
関との連携、避難行動要支援者一人ひとりの個別避難計画策定などの避難支援体制の
整備や、避難所、福祉避難所、在宅における要配慮者の生活を支援する体制の整備に
対する支援を行ってきました。引き続き、区市町村の取組に対する支援を実施してい
きます。 

○ また、区市町村における要配慮者対策の一体的な向上を図るため、区市町村の関係
者に対し、理論と実践の両面から理解を深める要配慮者研修を行います。 

 

３ 安全・安心の確保  

（１）防災・防火への取組 
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○ さらに、東京都災害福祉広域支援ネットワークにおいて、災害時を想定した訓練等
を実施し、災害時における要配慮者支援体制の充実に努めます。 

○ 住宅火災、日常生活事故等の対策に関しては、「住宅火災の実態」及び「救急搬送デ
ータからみる日常生活事故の実態」を取りまとめ、情報を発信するなど、要配慮者を
対象にした広報・普及啓発を実施します。 

○ 高齢者の事故防止資料を作成し、関係機関と連携を図り、高齢者及び高齢者関係者
に対して、高齢者の事故予防の普及啓発を実施します。 

○ 区市町村や関係機関と連携しながら、住まいの防火防災診断等を通して要配慮者の
居住環境の安全化を図り、災害時における被害軽減及び日常生活事故の防止を図って
いきます。 

○ また、要配慮者対応を取り入れた防火防災訓練や防火防災意識の啓発に係る講習会
などを実施します。 

 

【主な施策】 
・災害時要配慮者支援体制整備の推進〔福祉局〕 
  区市町村に対し、地域での避難支援体制の整備に必要な経費や個別避難計画の効果

的・効率的な作成に係る経費の一部を補助します。 
・災害時要配慮者対策の推進〔福祉局〕 
  区市町村の福祉保健・防災担当者を対象に、要配慮者支援に係る研修を実施すると

ともに、災害時に関係機関が連携して福祉施設や避難所に対する支援を実施できるよ
う、東京都における災害福祉広域支援ネットワーク体制の充実・強化を行います。 

・住宅防火対策等の推進〔東京消防庁〕 
  住宅火災による高齢者の死者を減少させるため、住宅用火災警報器の条例どおりの

設置及び維持管理の促進、出火防止の促進を図る資料等を活用した広報を実施します。 
・高齢者の日常生活事故低減に向けた対策〔東京消防庁〕 
  高齢者の日常生活事故の低減を目的とした冊子を作成し、一般社団法人東京バス協

会と連携してシルバーパス新規購入者へ配布するなど、高齢者への注意喚起を推進し
ます。 

・要配慮者に対する安全対策の充実強化〔東京消防庁〕 
  要配慮者の災害や日常生活事故による被害を軽減するため、区市町村の防災及び福

祉部局、介護支援専門員、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、地域包括支援センタ
ー、電気・ガス事業者等の関係各機関と連携し、住まいの防火防災診断を実施します。 

  また、要配慮者対応を取り入れた防火防災訓練や町会・自治会、老人クラブ、福祉
関係者に対する防火防災に係る講習会などの事業を積極的に推進します。 

・社会福祉施設等に対する自衛消防訓練の推進〔東京消防庁〕 
  東京消防庁が作成した「ネットで自衛消防訓練〜小規模社会福祉施設用〜」を活用

するなどにより、事業者と連携して、使用実態に即した実践的な訓練や夜間体制を踏
まえた自衛消防訓練指導を推進します。 

  また、インターネット環境が整っていない事業所向けに作成した同内容のＤＶＤを
活用した自衛消防訓練指導を推進します。 
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＜高齢者の交通事故防止＞ 
○ 令和４年における都内の交通事故による死者数は 132 人でしたが、そのうち 65 歳

以上の高齢者の死者数は 54 人で、交通事故死者数全体に占める割合は 40.9％と、年
齢層別で最も高くなっています。 

○ 高齢者の交通事故死者数のうち、高齢歩行者の死者数が 30 人で歩行者交通事故死者
数全体の 60.0％を占めており、高齢者自身が、交通環境の変化に対応できていなかっ
たり、加齢に伴い身体機能が低下していることへの認識の不足、歩行者用信号の無視、
横断禁止場所での道路の横断など、基本的な交通ルールを守らずに交通事故で亡くな
るケースが散見されます。 

○ 東京都では、「第 11 次東京都交通安全計画」（令和３年度から令和７年度まで）にお
いて、高齢者の交通安全の確保に重点を置き、高齢者の交通安全意識の高揚を図り、
交通安全対策を推進しています。 

 
 
 
■ 高齢者に向けた交通安全の普及啓発に取り組みます 

○ 春・秋の全国交通安全運動などの交通安全キャンペーンを中心に、あらゆる広報媒
体を活用した普及啓発を行うとともに、①反射材の普及促進、②参加・体験型講習会
の充実、③高齢運転者の安全運転に資する取組や運転に不安を感じている高齢運転者
の免許返納の促進等を重点的に推進していきます。 

 
高齢者に期待される取組 
○ 交通事故に遭わないためには、高齢者自身が「もしかしたら交通事故に遭うかもし

れない」という意識を持つことが重要です。 
○ 高齢者自身が、加齢に伴う身体機能や判断力の低下により、突発時の行動が取れな

くなっていることなどを自覚し理解することも大切です。 
○ 信号や道路標識に従うといった基本的な交通ルールをいま一度振り返り、守ること、

また、夕暮れ時や夜間の歩行中・自転車乗用中等に交通事故に遭わないよう、明るく
目立つ色の服を着用する、視認性向上に効果がある反射材用品等を活用するなどの工
夫に加え、他の車や人の動きに目を向け、無理のない行動を心掛けることが必要です。 

○ 運転に自信がなくなった、家族から「運転が心配」と言われたら、運転免許証の自
主返納を検討することも重要です。運転免許証を自主返納した方は、「運転経歴証明書」
を申請することができます。「運転経歴証明書」を提示すると、高齢者運転免許自主返
納サポート協議会加盟の施設などで割引等の特典があります。 

 
 
 

（２）交通安全対策 
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一般ドライバーに期待される取組 
○ 高齢者の運動能力の低下や、視覚・聴覚の低下といった特性を理解し、高齢者を見

掛けたら安全な間隔を空ける、徐行するなど「思いやりのある運転」を心掛けること
が大切です。 

 

【主な施策】 
・区市町村の交通安全教育担当者への実務講習会〔生活文化スポーツ局〕 
  区市町村の交通安全教育担当者を対象に、交通安全に関する知識及び実務能力を身

に付ける講習会を実施し、区市町村が行う交通安全教育を支援します。 
・参加・体験型の交通安全教育〔生活文化スポーツ局〕 
  道路横断時の危険性を疑似体験できる「歩行者シミュレータ13」や、反射材効果を視

認できる「くらピカＢＯＸ14」等による交通安全教育を実施します。 
・地域交通安全ふれあい事業〔生活文化スポーツ局〕 
  区市町村が主催する高齢者対象の講習会等において、反射材効果体験ツール（くら

ピカＢＯＸ）、自動車シミュレータ等を用いた参加・体験型の交通安全教室を都が出前
形式で実施して、地域の交通安全意識の向上を図ります。 

・シルバーパス用パンフレットへの啓発記事の掲載〔生活文化スポーツ局〕 
  東京都シルバーパス用パンフレット「東京都シルバーパスを利用されるみなさまへ」

（一般社団法人東京バス協会作成）に、「交通事故防止のポイントや運転免許の自主返
納制度」の記事を掲載し、高齢者交通事故防止の普及啓発を行います。 

・高齢運転者交通事故防止のための普及啓発〔生活文化スポーツ局〕 
  都内における高齢者（65 歳以上）の運転免許保有者数が年々増加する中、高齢運転

者による事故を抑止するために、事故分析に基づくほか、その特性に応じた効果的な
プログラムを関係機関・団体と連携しながら、高齢者が身近に参加できる形で推進し
ていきます。 

・運転免許自主返納制度等の周知等〔生活文化スポーツ局〕 
  運転免許自主返納制度を普及啓発するチラシを作成・配布するほか、春・秋の全国

交通安全運動におけるリーフレットに掲載するなど、運転免許の返納と、「高齢者運転
免許自主返納サポート協議会」をはじめとした、運転経歴証明書を提示した際等に提
供される各種サポート体制について広報していきます。 

  また、企業等に対し、これらのサポートの枠組みへの参加を呼び掛けていきます。 
・高齢運転者及びその家族を対象とした「休日家族相談会」の実施〔生活文化スポーツ局〕 
  高齢運転者による交通事故を抑止するため、高齢運転者と普段身近に接している家

族等が休日に免許返納や免許や安全運転に関する相談を気軽に行うことができる相談
会を実施します。 

 

13 歩行者シミュレータ 
大画面に３Ｄで表現された街並みが再現され、その場で歩くように「足踏み」又は「腕振り」をすることにより、歩行疑

似体験ができる機材。安全な道路の歩き方・横断の仕方について、体験的に学べ、横断時の錯覚や思い込みの危険性など、
道路横断時に対する体験者の自己防衛機能を高めることができる。 
14 くらピカＢＯＸ 

暗幕処理をした体験ツール内部の反射材に光を当て、体験者がスコープを覗くことにより、反射材の効果を視覚で確認で
きる効果体験ツール 
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・交通安全ワンポイントアドバイスを兼ねた反射材直接貼付活動〔警視庁〕 
  高齢者の生活サイクルの中で利用度の高い駅、医療機関・福祉施設、商業施設等に

おいて反射材直接貼付活動をはじめとする諸活動を推進して、交通安全教育等に接す
る機会の少ない不特定多数の高齢者に交通安全を啓発していきます。 

・高齢運転者に対する取組〔警視庁〕 
  交通安全教育センターにおいて実施している「シルバードライバーズ交通安全教室」

15や、教習所において運転の練習を呼び掛ける「ＴＯＫＹＯドライブ・トレーニング キ
ャンペーン」16等の機会を通じて、安全な運転に必要な技能・知識を再確認させる取組
を推進するほか、運転に不安を感じている高齢者等に対しては、各警察署等の設置の
相談窓口で、自主返納制度や自主返納後の生活支援等について周知していきます。 

 

 

 

15 シルバードライバーズ交通安全教室 
  毎月第１金曜日、第２土曜日開催（年末年始と８月を除く） 
16 ＴＯＫＹＯドライブ・トレーニング キャンペーン 

高齢運転者に運転練習を習慣付けてもらう取組みで、自動車教習所等の専門機関において「年 1 回程度」は運転練習
をするように呼びかけるキャンペーン 


